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■担当、問合せ先、郵送先 

担 当 坂戸市 市民部 市民生活課 市民文化係 

所 在 地 〒３５０－０２９２ 

  埼玉県坂戸市千代田一丁目１番１号（市役所１階） 

電 話 番 号 ０４９（２８３）１３３１（内線）３１２ 

F A X 番 号 ０４９（２８３）１７１６ 

E メ ー ル sakado31＠city.sakado.lg.jp 
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１．指定管理者の募集について 

市では、坂戸市立坂戸駅前集会施設（以下「集会施設」という。）について、地

方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき、平成１８年４月から指定管理制度

を導入し、管理・運営を行っています。 

今回は、令和９年３月末をもって今期の指定管理期間が終了することに伴い、指

定管理者の募集を行うものです。 

指定管理者制度を導入することにより、民間団体を含めた多様な団体の活力や柔

軟な発想を活かし、集会施設において、これまで以上に利用者本位の柔軟なサービ

スを提供し、効率的な運営の推進を図りたいと考えておりますので、本募集要項を

最後までご覧いただき、希望があれば申請書等を提出してください。 
 

 

２．施設の概要 

名    称 坂戸市立坂戸駅前集会施設 

所 在 地 埼玉県坂戸市日の出町３４番地６－２０１号 

設 置 目 的 
市民の会議及び集会等の利用に供し、もって市民の文化の向上と

福祉の増進を図ること 

竣 工 年 月 昭和５８年１月 

開 館 年 月 昭和５８年４月 

延 床 面 積 
１階部分  ２９．５２㎡ 

２階部分 ３８５．２４㎡ 

構 造 
鉄骨鉄筋コンクリート造り１０階建て 

（１階部分の一部を機械室とし、２階部分を集会室として使用） 

主 た る 室 集会室、会議室１、会議室２、和室 

利 用 時 間 午前９時００分 ～ 午後１０時００分 

休 館 日 

毎年１２月２９日から翌年１月３日まで 

※指定管理者は、保守点検等施設の安全性を確保するため、管理上

必要があるときは、休館日に開館し、または臨時に休館日を定める

ことができます。 

 

３．施設の利用状況                     単位（件数）：件 

                            単位（利用者数）：人 

年度 件数 利用者数 年度 件数 利用者数 

平成２８ １，５４３ １５，８８０ 令和３ ７４５ ５，８１１ 

平成２９ １，３３５ １５，７４２ 令和４ １，０６３ ８，２１７ 

平成３０ １，３０４ １４，４００ 令和５ １，０２５ ９，７２９ 

令和元 １，１５７ １２，８３２ 令和６ １，１１７ １０，３６８ 

令和２ ７０４ ５，６８２ 令和７ １，０８２ １０，０９９ 
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４．指定管理期間 

  令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで（５年間） 

 

５．管理に当たっての条件 

指定管理者が

行う業務内容 

(1)集会施設の利用を通じた文化の向上並びに福祉の増進に関

する業務 

(2)集会施設の利用許可に関する業務 

(3)利用に係る料金の収受に関する業務 

(4)施設（設備及び物品を含む。）の維持管理に関する業務 

 

※業務内容に関する細目的事項は、協議の上、別途協定で定めます。 

※指定管理業務に関する仕様は別添資料１を、施設の改築や修繕等の

実施区分については、別添資料２を参照してください。 

管理に要する

経費 

(1)利用料金の設定 

施設の利用に係る料金は指定管理者の収入とします。指定管

理者は、市条例に定める金額の範囲内で利用料金を設定する

こととします。なお、設定に当たっては市長の事前承認が必

要です。また、集会施設の設置及び管理に関する条例に基づ

く減免制度を市との協議により設定していただきます。 

※過去４か年の利用料金収入及び減免の実績については、別添資料３

を参照。 

※関係法令の改正等があった場合は、協議により利用料金を改定する

場合があります。 
(2)指定管理業務に係る委託料 

市は、指定管理業務に必要な経費を、毎年度の予算の範囲内

において、指定管理者に委託料として支払います。委託料の

具体的な金額や支払い時期・方法等は協議の上、別途協定で

定めます。 

※過去４か年の市委託料の支出額及びその内容（内訳）については、

別添資料４を参照。 

管理の基準 (1)地方自治法や労働基準法などの労働関係諸法、個人情報保護

法や当該施設の設置条例、規則等を遵守し、適正に集会施設

の管理・運営を行うこと。 

(2)集会施設の維持管理を適切に行うこと。 

(3)指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を厳格か

つ適正に取り扱うこと。 

※管理の基準に関する細目的事項は、協議の上、別途協定で定めます。 

※管理の基準を遵守しない場合、指定管理者の指定を取り消すことが

あります。 
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指定管理者と

市の役割及び

リスク分担 

指定管理者と市の役割及びリスク分担は、原則として次のと

おりとします。 

項     目 指定管理者 市 

物価変動・金利変動 ○  

法令の変更（施設管理、運営に係る

法令の変更） 
 ○ 

施設（設備、備品を含む。）の保守

点検 
○ 

 

施設の維持管理（清掃等を含む。） ○  

安全衛生管理 ○  

業務に関連して取得した利用者等

の個人に関する情報の漏えい等に

よる利用者等に対する対応 

○  

事故、火災等による施設損傷の回復 
△ 

（自己の責に帰すべ
き事由による場合） 

○ 

施設利用者の被災に対する責任 
△ 

（現場での対応） 
○ 

施設の火災共済保険加入  ○ 

別紙３に定める保険加入 ○  

包括的な管理責任  ○ 

インターネット回線及びプロバイダ
ーの使用契約 

○  

※その他の指定管理者の役割 

・指定管理者は、善良なる管理者の注意をもって、集会施設を常

に良好な状態に管理する義務を負います。 

・指定管理者は、施設利用者の被災に対し、現場で対応する責任

を有し、施設又は施設利用者に災害があった場合は、迅速かつ

適切な対応を行い、速やかに市に報告しなければなりません。 

災害対応等 (1)指定管理者には、緊急時及び風水害や震災等の災害時には、

安全確保を図り、坂戸市へ被災状況等の報告など迅速な対応

を求めます。なお、坂戸市地域防災計画に基づき、緊急時対

応マニュアルや避難計画を整備し、日常的な訓練の実施など

適切な方策を講じてください。 

(2)指定管理者は、大規模な災害等が発生し、坂戸市に災害対策

本部が設置された場合はその指示に従うとともに、坂戸市と

連携して災害対応に協力してください。 

(3)指定管理者は、坂戸市地域防災計画に基づき、地域防災拠点

又は避難所としてあらかじめ又は緊急に指定され、有事の際

に開設された場合は次のことについて了承してください。 
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①避難所開設中は、施設管理者として管理上必要な対応ができ

るよう、適切に職員を配置してください。 

②坂戸市と連絡を密にし、逐一その指示に従うとともに、緊急

の場合等は備えたマニュアル等に則り臨機応変かつ最善に

対応してください。 

(4)避難所等の運営に当たっての経費については、坂戸市と協議

により精算手続きを行うこととします。 

指定管理業務

の継続が困難

になった場合

における措置

に関する事項 

(1)指定管理者は、指定管理業務の継続が困難となった場合又は

そのおそれが生じた場合には、速やかに市に報告しなければ

なりません。 

(2)指定管理者の責めに帰すべき事由により指定管理者による

適正な施設管理が困難となった場合又はそのおそれがある

と認められる場合には、市は、指定管理者に対して改善勧告

を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を求めます。

この場合において、指定管理者が当該期間内に改善すること

ができなかったときには、市は、指定管理者の指定を取り消

すことができます。 

(3)指定管理者が市の指示に従わないときや指定管理者の財務

状況が著しく悪化するなど指定管理業務の継続が困難と認

められる場合には、市は、指定管理者の指定を取り消すこと

ができます。 

(4)上記(2)又は(3)により、指定を取り消され、市に指定管理者

の債務不履行による損害が生じた場合には、指定を取り消さ

れた指定管理者は、市に生じた損害について賠償の責めを負

うこととなります。 

(5)市又は指定管理者の責めに帰することができない事由によ

り指定管理業務の継続が困難となった場合には、市と指定管

理者は、指定管理業務継続の可否について協議することとし

ます。 

委託等の禁止 指定管理業務の実施に当たり、業務の全部を第三者に委託し、

又は請け負わせることは認められません。ただし、あらかじめ市

の承認を受けた場合には、業務の一部を第三者に委託し、又は請

け負わせることができます。 

市内業者の育

成及び市内経

済活性化 

指定管理業務の実施に当たり、業務の一部を第三者に委託す

る場合、原則として市内業者へ優先発注するものとし、必要に応

じて市外業者へ発注対象を拡大するものとする。 

市内雇用の促

進 

指定管理者は、指定管理業務の実施にあたり新たに発生する

雇用について、率先して坂戸市民の雇用に努めること。 
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６．申請の手続 

申請者の備え

るべき資格 

申請できる者は、法人その他の団体（以下「法人等」という。）

とし、次のいずれかに該当する場合は不適格とし、指定を受け

ることができません。 

また、現地説明会への参加も申請条件となりますのでご注意

ください。 

(1)地方自治法施行令第１６７条の４の規定により、一般競争入

札等の参加を制限されている法人等 

(2)会社更生法に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法

に基づく再生手続開始の申立てがなされている法人等 

(3)坂戸市から指名停止措置を受けている法人等 

(4)法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税又は地方消

費税を滞納している法人等 

(5)暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第

２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴

力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員

でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にある法

人等 

※1：選定委員会委員等、本件業務に従事する本市職員等に対し、

本件応募についての接触を禁じます。接触の事実が認められ

た場合、失格になることがあります。 

※2：複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、代表

者を定めて申請してください。なお、当該グループの構成員

は、他のグループの構成員となり、又は単独で申請を行うこ

とはできません。また、構成員のいずれかが上記不適格の要

件に該当する場合は、指定を受けることができません。 

申請書類 申請に当たっては、以下の書類を市に提出していただきます。

なお、市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることが

あります。 

(1)提出書類 

(ｱ) 指定管理者指定申請書（※施行規則様式第１号） 

(ｲ) 法人等の定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書（申

請日前３か月以内に取得したもの）又はこれに準ずる書類 

  (ｳ) 法人等の決算関係書類（過去３か年分の事業報告書、財産

目録、貸借対照表、資金収支計算書又はこれに準ずる書類） 

  (ｴ) 法人等の予算関係書類（直近１年分の事業計画書、資金収

支計算書又はこれに準ずる書類） 

(ｵ) 上記の申請者の備えるべき資格を有し、応募資格がある旨

の誓約書（※別紙様式） 

(ｶ) 法人等の組織及び運営に関する事項を記載した書類（就

業規則、経理規程、給与規程その他法人等の諸規程類） 
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  (ｷ) 設立趣旨、事業内容のパンフレット等法人等の概要がわ

かるもの 

  (ｸ) 法人税、法人都道府県民税、法人事業税、消費税及び地方

消費税の納税証明書 

※申請日前３か月以内に取得したもの。なお、「法人税」及び

「消費税及地方消費税」の納税証明書は税務署発行様式（そ

の３の３）を提出してください。「法人都道府県民税」及び

「法人事業税」については直近３年度分を提出してください。 

(ｹ) 役員の名簿及び履歴を記載した書類 

  (ｺ) 類似施設における業務実績を記載した書類（原則として、

過去５年間を対象として記載） 

  (ｻ) 集会施設の管理に関する事業計画書（※別紙様式により、

以下の項目を含めて作成してください。） 

・指定管理業務を行うに当たっての管理運営の基本方針

について 

 ・集会施設の現状認識と将来展望等 

 ・平等な利用確保の方策について 

 ・管理執行体制について 

 ・利用者の安全対策について 

 ・危機管理対策について 

 ・個人情報保護・情報公開等の対策等について 

 ・サービスを向上させるための方策について 

 ・利用者のトラブルの未然防止と対処方法について 

 ・利用者等のニーズの把握及び実現策について 

 ・利用促進の方策について 

 ・自主事業計画について 

      ・緊急時対応マニュアル等について 

 ・集会施設の管理運営に係る収支予算案（５年間の収支 

計画） 

 ・事業運営を自ら評価する「自己評価制度」について 

 ・その他の提案について 

※(ｱ)以外の書類は写しで結構です。 

提出部数 提出部数は１部です。書面及び申請書類の電子データの提出

をお願いします。 

（グループによる申請の場合は、(ｲ)から(ｺ)までについては、構

成員ごとに提出してください。） 

※申請は、１団体につき提案できるのは１案とします。複数の提

案はできません。また、申請書類受付後は、その内容を変更す

ることはできません。 
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提出方法 申請書類の提出は、持参、郵送（書留）及び電子メールに添付

するいずれかの方法とします。 

不備がある場合は受付出来ませんのでご注意ください。 

受付期間 ○持参の場合 

 令和８年７月３１日（金）から８月７日（金） 

午前９時から午後５時（土、日は受付できません） 

○郵送での提出の場合 

令和８年７月３１日（金）から８月７日（金）（必着） 

※郵送の場合は書留としてください。 

○電子メールでの提出の場合 

 令和８年７月３１日（金）から８月７日（金）（午後５時まで） 

質問事項の受

付 

募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

(1)受付期間：令和８年７月２１日（火）から７月２４日（金）

午後５時まで 

(2)受付方法：募集要項の内容等に関する質問書（別紙様式１）

に記入の上、電子メール又はＦＡＸで提出してく

ださい。 

(3)回答方法：質問及び回答は全申請者あてに、令和８年７月３

０日（木）午後５時までに連絡します。なお、次段

による現地説明会において出された質問及び回答

についても同様に扱います。 

現地説明会の

実施 

現地説明会を次のとおり開催します。現地説明会への参加は

申請の条件となりますので注意してください。 

参加に当たっては、団体名及び人数を開催日の前日までに連

絡してください。 

(1)開催日時：令和８年７月１７日（金） 午前１０時 

(2)集合場所：集会施設 会議室１ 

（開始時刻の５分前までに集合してください。） 

(3)内  容：説明及び集会施設見学 

著作権の帰属

等 

事業計画書等の著作権は申請者に帰属します。 

ただし、市は指定管理者の決定の公表等必要な場合には、事業

計画書等の内容を無償で利用できるものとします。 

なお、提出された書類は理由の如何に関わらず返却しません。 

費用の負担 申請に要する経費は申請者の負担とします。 

情報公開条例

に基づく開示

請求 

提出された申請書類は、坂戸市情報公開条例に基づく開示請

求の対象となります（原則として、個人に関する情報や申請者の

正当な利益を害するおそれのある情報を除く）。 
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申請の辞退 申請書類を提出した後に辞退する場合には、書面により申し

出てください。 

 

７．指定管理者の指定等 

審査・選定 (1)指定管理者候補者の選定に当たっては、提出された申請書類

をもとに、市が条例に基づき設置する「坂戸市公の施設指定

管理者選定委員会」（以下、「選定委員会」という。）にお

いて書類審査を行います。 

必要に応じてプレゼンテーション（※）を実施していただく

こともありますのでご承知おきください。 

(2)審査では、下記の「選定に当たっての審査基準」を用い、最

も適合する申請者を指定管理者候補者とします。 

(3)応募書類に虚偽の記載があった場合は失格となります。 

(4)指定管理者として指定されるまでの間に、指定管理者候補者

に事故等があった場合等は、選定されなかった申請者のうち

から新たに指定管理者候補者を選定する場合があります。 
 

※プレゼンテーションは、書類審査では判断しかねると選定委員会で

判断した場合に実施するものです。実施する場合は、先の選定委員

会開催後直ちに対象者に連絡をしますが、１０日前後の準備期間と

なりますのであらかじめ御了承ください。なお、これまでは、書類

審査における上位数社により、１０分間程度のプレゼンテーション

を実施した例があります。 

選定に当たっ

ての審査基準 

(1)市民の平等な集会施設の利用を確保することができること。 

(2)関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に集会施設の運

営を行うことができること。 

(3)集会施設の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行

うことができること。 

(4)指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。 

(5)指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な

取扱いを確保することができること。 

主な審査のポ

イント 

(1)応募資格に適合しているか。 

(2)市が設置する公の施設の管理者としての役割を適切に担う

ことができるか。 

(3)利用者本位の柔軟なサービスが提供されるか。 

(4)市民の平等利用確保への配慮がされているか。 

(5)効果的かつ効率的な管理を実施できるか。 

(6)法人等の経営基盤が安定しているか。 

(7)個人に関する情報について適正な取扱いは確保されるか。 

(8)指定管理業務に係る提案額は適切な額か。 
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指定管理者の

候補者の選定 

 選定委員会における審査結果を踏まえ、市長が候補者を選定

します。 

指定管理者の

指定方法 

指定管理者の指定は、坂戸市議会の議決を経て、文書で坂戸市

長が指定します。なお、指定後速やかに告示します。 

 

８．指定管理者指定後の手続 

協定の締結 業務内容に関する細目的事項、指定管理に係る委託料に関す

る事項、管理の基準に関する細目的事項等について、指定管理者

と市との間で協議の上、協定を締結します。 

なお、協定は募集要項を参考にしますが、それを上回る提言が

ある場合は、それぞれ協議することとします。 

引継ぎ、準備行

為の実施 

指定管理者は市と協議し、指定期間の始期から円滑に指定管

理業務が実施できるよう、市又は前管理者から事務を引き継ぎ、

必要な準備行為を行うものとします。 

なお、引継ぎ及び準備行為に要する経費は、それぞれの負担と

します。 

その他 指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当する

ときは、その指定を取り消し、協定を締結しないことがありま

す。 

(1)指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、指定管理業務

 の履行が確実でないと認められるとき。 

(2)著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさ

わしくないと認められるとき。 

 

９．公表 

応募書類の 

公表 

指定管理者に指定された団体の応募書類は公表する場合があ

りますので、あらかじめご了承ください。 

結果の公表 指定管理者の選定経過及び結果等について、応募者名や審査

項目等をホームページ等で公表します。 
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１０．スケジュール（予定） 

月   日 内   容 

７月 １日 ～ ７月１５日 募集要項配布期間 

７月１７日 現地説明会 

７月２１日 ～ ７月２４日 質問事項の受付期間 

７月３０日 質問事項への回答 

７月３１日 ～ ８月 ７日 申請書の受付期間 

８月  中旬 書類審査 

１０月 上旬 ～ 下旬 
選定委員会（１次審査） 

※選定委員会２次審査（プレゼンテーション） 

１０月 下旬 審査結果通知（指定管理者候補者の選定） 

１２月 中旬 指定管理者の議決（市議会１２月定例会） 

１２月 下旬 指定管理者の指定（通知、告示） 

３月 下旬 協定の締結 

 

 ※２次審査（プレゼンテーション）は１次審査の結果、必要であると判断した場

合に実施します。 

 

１１．法人市民税等 

  指定管理者については、法人等にかかる法人市民税、事業を行うものにかかる事

業所得税、新たに設置した償却資産にかかる固定資産税などの納税義務者となる可

能性がありますので、市役所課税課へお問合せください。 

  なお、国税については税務署へ、県税については県税事務所へお問合せください。 

  



12 

 

別紙様式１ 

 

募集要項の内容等に関する質問書 

 

 

法人等 名称 

担当者 氏名 

電 話 番 号 

ＦＡＸ 番号 

電子メ ール 

 

質問項目 質問内容 
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資料１ 

 

坂戸市立坂戸駅前集会施設指定管理業務仕様書 

 

 

坂戸市立坂戸駅前集会施設（以下「集会施設」という。）の指定管理者が行う業務の

内容、その範囲及びその履行方法については、この仕様書によるものとする。 

 

 

１ 趣旨 

本仕様書は集会施設の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定め

ることを目的とする。 

 

２ 集会施設の管理運営に関する基本的な考え方 

集会施設を管理運営するにあたり、次に掲げる項目に沿って行うこととする。 

(１)公の施設であることを念頭において、利用者に公平な運営を行うこと。 

(２)利用者の意見、要望等を管理運営に反映させ、利用しやすいようにサービスの

向上に努めること。 

(３)業務の履行に当たり、業務の全部を第三者に再委託しないこととする。ただし、

あらかじめ市の承認を受けた場合には、業務の一部を第三者に委託することがで

きることとする。 

 (４)本市の環境方針に基づき、環境保全に配慮した管理運営を行うこと。 

 

３ 施設の概要 

(１)施設設置の目的 

集会施設は、市民の会議及び集会等の利用に供し、もって市民の文化の向上と福

祉の増進を図ることを目的に設置されています。 

(２)施設の所在地 

埼玉県坂戸市日の出町３４番地６－２０１号 

(３)施設の規模等 

開設年月日 昭和５８年４月 

建物の構造 鉄骨鉄筋コンクリート造り１０階建 

（１階部分の一部を機械室とし、２階部分を集会施設として使用） 

延床面積 １階部分  ２９．５２㎡ 

２階部分 ３８５．２４㎡ 

 

４ 利用時間等 

利用時間 ９:００～２２:００ 

利用区分 

【午前】 ９:００～１２：００ 

【午後】１３：００～１７：００ 

【夜間】１８：００～２２：００ 

【全日】 ９:００～２２：００ 

 

５ 休館日 １月１日～３日、１２月２９日～３１日 
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６ 指定期間  

令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までの５年間 

 

７ 法令等の遵守 

集会施設の管理運営にあたっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令等に基づか

なければならない。 

ア 地方自治法 

 イ 労働基準法及び労働関係法令 

 ウ 坂戸市公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例及び施行規則 

 エ 坂戸市立坂戸駅前集会施設の設置及び管理に関する条例及び施行規則 

 オ 坂戸市情報公開条例及び施行規則 

 カ 坂戸市個人情報保護条例及び施行規則 

 キ 坂戸市行政手続条例及び施行規則 

 ク 坂戸市文書規程 

 ケ その他、管理運営にあたっての関係法令 

 

８ 物品の管理  

指定管理者は、市の所有に属する物品については、坂戸市財産規則に基づき管理

を行うものとする。 

 

９ 指定管理者が行う業務 

  本指定管理業務は、「坂戸市立坂戸駅前集会施設の設置及び管理に関する条例」、

「坂戸市立坂戸駅前集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則」、「坂戸市立坂

戸駅前集会施設指定管理者募集要項」で定めるもののほか、次のとおりとする。 

(１)施設の利用に関すること 

 施設の設置目的を達成するため、次の事務等を行うとともに、新規利用団体の

確保や施設の利用促進に関する方策を講じること。 

ア 施設の利用受付業務。（公共施設予約システムの運用取り扱い等を含む） 

イ 施設の利用許可・取消し、原状回復命令その他利用許可に関連する業務。 

ウ 市長の定める基準に基づく利用料金の減免、利用料金の還付の受付事務、

その他利用料金の徴収に関連する業務。ただし、利用料金については、徴

収した時点における指定管理者の収入とするが、指定管理者が変更された

後においての利用取消が生じた場合の還付の対応に限っては、利用料金を

徴収した時点の指定管理者が行うものとする。 

(２)施設の維持及び管理に関すること 

市民が安全かつ快適に利用できるよう施設の維持管理については次により行

う。 

ア 施設の案内、入場の制限、衛生環境の確保に努めること。 

イ 火災・盗難など事故・事件の予防に努めること。 

ウ 緊急事態、非常事態、不測の事態については、遅滞なく適切な対応   

  ができるようにするため、危機管理マニュアルを策定し、常日頃職 

  員に周知徹底させ、緊急事態等の発生時に利用者への災禍が最小限 

  となるよう指導すること。 

エ 集会施設は防災拠点や避難所ではないが、震災等発生した場合には、 
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帰宅困難者対応等についても市と連絡調整を行い協力すること。 

オ 設備等に関する保守管理を行うこと。（別紙２） 

 

(３)その他の業務に関すること 

ア 施設管理簿の提出 

イ 利用状況報告書の提出 

ウ 利用料金収入報告書の提出 

   エ 設備等に関する保守管理報告書の提出 

 

１０ 市との役割及びリスク分担 

 項     目 指定管理者 市 

 物価変動・金利変動 ○  

 法令の変更（施設管理、運営に係る法令の変更）  ○ 

 施設（設備、備品を含む。）の保守点検 ○ 
 

 施設の維持管理（清掃等を含む。） ○  

 安全衛生管理 ○  

 業務に関連して取得した利用者等の個人に関する

情報の漏えい等による利用者等に対する対応 
○  

 
事故、火災等による施設損傷の回復 

△ 
（自己の責に帰すべ
き事由による場合） 

○ 

 
施設利用者の被災に対する責任 

△ 
（現場での対応） 

○ 

 施設の火災共済保険加入  ○ 

 施設賠償責任保険加入 ○  

 包括的な管理責任  ○ 

 インターネット回線及びプロバイダーの使用契約 ○  

 

 

１１ 協議 

  指定管理者はこの仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処

理について疑義が生じた場合は市と協議して決定する。 
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別紙２ 

     坂戸市立坂戸駅前集会施設 施設管理業務一覧表 

  委託業務名          業 務 の 内 容 

1 清 掃 業 務 ①日常清掃（週２回） 

      床、階段の掃き掃除、机・椅子の清掃、トイレの衛生 

      陶器・洗面器設備の清掃、水せっけん・トイレットペー 

      パーの補充、ごみの処理等 

    ②定期清掃（２か月に１回） 

      床洗浄・ワックス塗り、トイレ・洗面所の床洗い 

      ガラス・サッシの清掃、照明器具の清掃（年１回） 

2 機 械 警 備  夜間、休館日における侵入等の監視業務 

3 
消防設備保守点

検業務 
 総合点検（年１回）外観・機能点検（年２回） 

4 
エレベーター 

保守点検業務 
 東芝油圧エレベーター１基の保守点検（月１回） 

5 
自動ドア保守点

検業務 
 寺岡自動ドア１台の保守点検（年２回） 

6 
給水施設維持管

理業務 

 給水設備の点検・調整（1か月に１回） 

受水槽清掃（年１回）、水質検査（６か月に１回） 

  



17 

 

資料２ 

施設の改築及び修繕等の実施及び費用負担区分 
 
【実施区分】 

区分 項  目 内  容 

実施 
区分 

実施区分の考え方 
甲 乙 

建
物 

改築又は大規模修繕 
資本的支出及び見積額 
１０万円以上の修繕 

躯体､基礎､
軸組､鉄骨､
部分､小屋､
組等の取替 

○  

建築基準法施行令第１条に規定する「構造耐
力上主要な部分」については、所有者である甲が
管理すべきものであるため、必要に応じて甲が
行う。 

見積額１０万円未満 
の修繕 

 
 ○ 

本来の効用持続年数を維持するための業務と
して乙が実施する。 

構
築
物 

新設等  
－ 

基本的に構築物での新設等は考えていない
が、必要に応じ甲乙で協議する。 

資本的支出及び見積額 
１０万円以上の修繕 

 
○  

 

見積額１０万円未満 
の修繕 

 
 ○ 

本来の効用持続年数を維持するための業務と
して乙が実施する。 

機
械
装
置 

新設等  
－ 

基本的に機械装置単独での新設等は考えてい
ないが、必要に応じ甲乙で協議する。 

資本的支出及び見積額 
１０万円以上の修繕 

 
○  

 

見積額１０万円未満 
の修繕 

 
 ○ 

本来の効用持続年数を維持するための業務と
して乙が実施する。 

工
具
器
具
備
品 

購入  
 ○ 

会館の管理運営上必要なものの購入であるた
め、乙が実施する。なお、乙が委託料で購入する
ものは甲の備品とする。 

資本的支出となる修繕  ○  
 

上記以外の修繕  
 ○ 

本来の効用持続年数を維持するための業務と
して乙が実施する。 

上記以外の建物､構築物､機械

装置､工具器具備品の改築･改

造等 

いわゆる「模

様替え」等 
 ○ 

乙が委託料以外の費用により、サービスの向

上や効率的な管理運営のため、改築等した部分

についての権利を将来にわたって主張しないこ

とが条件。 

基本的考え方 

※１：原則として、本来の効用持続年数を維持するために必要な限度の維持補修（小修繕：見積額 

 １０万円未満のもの等）は、施設の管理に付随するものであるため、乙が実施し、それ以外は甲 

 が実施する。 
※２：乙は、建物の改築又は修繕、構築物の新設等又は修繕、機械装置の新設等又は修繕及び備品 

  の購入等に当たっては、原則としてあらかじめ甲と協議し、承認を受けなければならない。 

 

【費用負担区分】 

 実施区分と同様とし、甲（坂戸市）、乙（指定管理者）それぞれが費用を負担する

ものとする。ただし、天災その他不可抗力による建物等の損壊復旧に係る費用の負担

については、甲、乙協議する。 
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資料３ 

 

利用料金収入状況及び減免実績 

 

 

令和４年度 
 単位（利用件数、減免件数）：件 

単位（利用料金、減免料金、実利用料金）：円 

区分 利用件数 利用料金 減免件数 減免料金 実利用料金 

集会室 161 516,300 32 59,000 457,300 

会議室１ 299 508,900 31 23,550  485,350 

会議室２ 331 450,400 48 27,500  422,900 

和室 299 409,000 17 10,700  398,300 

合計 1,090  1,884,600 128 120,750  1,763,850 
      

令和５年度      

区分 利用件数 利用料金 減免件数 減免料金 実利用料金 

集会室 150 500,000 27 63,250 436,750 

会議室１ 299 479,500 50 37,700 441,800 

会議室２ 326 451,600 65 45,900 405,700 

和室 296 366,800 20 18,000 348,800 

合計 1,071 1,797,900 162 164,850 1,633,050 
      

令和６年度      

区分 利用件数 利用料金 減免件数 減免料金 実利用料金 

集会室 162 536,150 15 48,500 487,650 

会議室１ 255 402,000 49 45,100 356,900 

会議室２ 349 485,000 60 44,600 440,400 

和室 364 442,400 20 20,800 421,600 

合計 1,130 1,865,550 144 159,000 1,706,550 
      

令和７年度      

区分 利用件数 利用料金 減免件数 減免料金 実利用料金 

集会室 220 812,200 19 42,000 770,200 

会議室１ 253 396,800 34 27,400 369,400 

会議室２ 343 467,400 59 38,500 428,900 

和室 304 385,000 16 12,400 372,600 

合計 1,120 2,061,400 128 120,300 1,941,100 
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資料４ 

 

市委託料の支出額及びその内容（内訳） 

単位：円 

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

指定管理委託料 5,072,222 5,072,222 5,832,000 5,832,000 

利用料金 1,763,850 1,633,050 1,706,550 1,941,100 

収入合計 6,836,072 6,705,272 7,538,550 7,773,100 

     

項目 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

人件費 4,720,513 4,866,691 5,068,194 5,259,243 

事業費 134,000 115,600 72,800 72,800 

光熱水費 701,195 631,099 749,621 770,050 

修繕料 143,850 0 40,700 15,400 

消耗品費 41,463 25,940 16,552 4,956 

警備委託料等 1,017,040 1,017,040 1,059,240 1,059,240 

保険料 5,000 5,000 5,000 5,000 

印刷製本 35,320 37,400 79,200 65,640 

通信運搬費 74,006 70,724 70,068 75,908 

支出合計 6,872,387 6,769,494 7,161,375 7,328,237 
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（募集要項中の申請手続き関係） 
 

 

応募資格がある旨の誓約書 
 

  

坂戸市立坂戸駅前集会施設に係る指定管理者の指定申請を行うに当たり、下記に記

載した事項は事実に相違ありません。 

  

 

 

  令和  年  月  日 

 

 

            申請者 所 在 地 

                名  称 

                代表者氏名            印 

 

 

記 
 

 

坂戸市立坂戸駅前集会施設指定管理者募集要項「６．申請の手続に記載の申請者の

備えるべき資格として (１)～(５)」には、いずれも該当しません。 
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事 業 計 画 書 

坂戸市立坂戸駅前集会施設 

 

 

法人等名称 
 

代表者氏名 
 

所在地 
〒 

電話番号 
 

FAX 番号 
 

電子メールアドレス 
 

担当者名 所属        氏名 
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23 

 

別紙３ 

指定管理者が契約を締結すべき保険 

 

 指定管理者は、指定の期間中、次の保険契約を締結するものとする。なお、保険契

約については、１年毎に更新する場合も可能とする。 

 

 

（記載例） 

  ○ 施設賠償責任保険 

    保険契約者－指定管理者 

    被保険者－指定管理者 

    保険の対象－坂戸市立坂戸駅前集会施設の施設内における法律上の賠償責任 

    保険期間－指定管理の期間中更新し続けるものとする 

    補償額－対人：１名あたり１億円以上、１事故あたり１０億円以上 

           対物：１事故あたり１億円以上 

    免責金額－なし 
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坂戸市公の施設に係る指定管理者指定申請書 

 

                          年  月  日 

 

 坂戸市長 あて 

 

            申請者 所在地 

                名 称 

                代表者氏名           

 

指定管理者の指定を受けたいので、坂戸市公の施設に係る指定管理者の指定手続等

に関する条例第２条の規定により、関係書類を添えて、下記のとおり申請します。 

記 

 指定を受けようとする公の施設の名称 

    坂戸市立坂戸駅前集会施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

様式第１号（第３条関係） 


